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医療対話推進者養成セミナーのご案内 

 

医療安全対策の推進については、平素から格別の御協力、御高配を賜り厚くお礼

申し上げます。 

さて、現在医療界をあげて議論が進められている医療事故調の問題については、院

内事故調査を中心としたしくみを前提としておりますが、不幸な結果が起きた場合には、

患者や遺族と医療提供者とのしっかりとしたコミュニケーションをサポートする人材が重

要な役割を果たすこととなります。日本医師会においても、このような人材を積極的に

養成すべく、今般、「医療対話推進者養成セミナー」を平成26年1月10日（金）の導入

編、2月12・13日（水・木）の基礎編、の3日間にわたり、日本医療機能評価機構と本会

の共催で開催することといたしました。 

つきましては、添付（別紙1、別紙2）の通りご案内をお送りしますので、ご関心のある

医療関係者、職員の方に情報提供していただきたくお願い申し上げます。 

受講の形態には、導入編のみ 別紙1、導入編・基礎編連続版別紙２ の２種類があ

ります。 

受講申込は日本医療機能評価機構のホームページ 

導入編： https://www.seminar.jcqhc.or.jp/public/seminar/view/565 

導入編・基礎編連続版：https://www.seminar.jcqhc.or.jp/public/seminar/view/564            

からとなります。 

なお、「患者サポート体制充実加算」のための修了証発行要件としては、導入編・基

礎編の連続受講が必須となります。導入編のみ受講の場合、１年以内に基礎編（開催

日程は今後発表します）を受講する必要があります。 

また、会員ご本人が受講される場合はご本人の、会員以外の方が受講される場合に

は開設者の、日医会員個人のID（0もしくは1で始まる会員番号10桁）を申込画面に入

力していただくことなども必要となります。 

今回、日医会員枠として特別に、導入編・基礎編連続版の受講定員20名を確保い

たしました。各都道府県医師会にて医療対話推進者の養成について是非ともご検討く

ださい。ただし申込の受付開始は11月18日(月)13時～、先着順となっておりますので、

十分ご留意いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

以上 
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